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京都労働局労働基準部賃金室 

  賃 金 室 長 菅森英高 

  賃金指導官 清水和義 

電話０７５－２４１－３２１５ 

 

京都府最低賃金額の改正について 
 

京都地方最低賃金審議会（会長 久本憲夫 京都大学教授）は、７月５日に京都労

働局長から「京都府最低賃金の改正について」諮問を受け、審議を重ねてきましたが、

この度、下記のとおりの結論に達し、本日８月２０日京都労働局長あて答申を行いま

した。 

 これを受けて、京都労働局長は所定の手続きを経て、「京都府最低賃金」の改正決定

をすることとしています。 

記 

 

 １ 京都府最低賃金 １時間 ７５９円 （引上げ額８円） 

 

 ２ 効力発生日 法定どおり 

 

 ３ 京都府最低賃金の適用される範囲等 

  (1) 適 用 す る 地 域： 京都府の区域 

  (2) 適用する使用者： (1)の地域内で事業を営む使用者 

  (3) 適用する労働者： (2)の使用者に使用される労働者 

  (4) この最低賃金で賃金に算入しないもの： 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

 ４ 京都府における、平成２２年１０月１７日改正発効された京都府最低賃金（時 

  間額７４９円）と平成２２年度の生活保護水準とを比較したところ、最低賃金額 

  が１０円下回り、平成２３年度の京都府最低賃金の改正（時間額７５１円）によ 

  る引上額２円を加えても８円下回っていたため、今回の引上げで乖離を解消する 

  こととしたもの。 

  ＊ 今後の手続き 

   １ 答申に対する異議の申立ての受理（異議の申立て期間は９月４日まで） 

   ２ 京都地方最低賃金審議会における異議の取り扱い審議（異議申立てのある場合） 

   ３ 異議に対する審議会の答申が得られれば、最も早い官報公示日は９月１４日、発 

     効日は１０月１４日を予定 
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